
静岡県出土文化財の管理等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

静岡県規則第38号

静岡県出土文化財の管理等に関する規則の一部を改正する規則

静岡県出土文化財の管理等に関する規則（平成31年静岡県規則第33号）の一部を次のように改正する。

改正前 改正後

別表 （略）

様式第19号 （略）

文化財寄附申込書

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 様

（略）

様式第20号 （略）

文化財寄附受入書

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 印

（略）

様式第21号 （略）

県帰属文化財譲与申請書

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 様

（略）

様式第22号 （略）

県帰属文化財の保存・活用に係る了解書

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 様

（略）

様式第23号 （略）

県帰属文化財譲与承諾書

（略）

別表 （略）

様式第19号 （略）

文化財寄附申込書

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長 様

（略）

様式第20号 （略）

文化財寄附受入書

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長

（略）

様式第21号 （略）

県帰属文化財譲与申請書

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長 様

（略）

様式第22号 （略）

県帰属文化財の保存・活用に係る了解書

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長 様

（略）

様式第23号 （略）

県帰属文化財譲与承諾書

（略）

（略）

４ 博物館法（昭和26年法律第285号）第２

条第１項に規定する博物館及び同法第

29条の規定により博物館に相当する施

設として指定された施設

（略）

４ 博物館法（昭和26年法律第285号）第２

条第１項に規定する博物館及び同法第

31条第２項に規定する指定施設



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

静岡県埋蔵文化センター所長 印

（略）

様式第24号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）借受申請書

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 様

（略）

様式第25号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）借

受申請書（学校等）

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 様

（略）

様式第26号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）貸出書

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 印

（略）

様式第27号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）返納書

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 様

（略）

様式第28号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）返

納書（学校等）

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 様

（略）

様式第30号 （略）

県帰属文化財借受申請書

（略）

静岡県埋蔵文化センター所長 印

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長

（略）

様式第24号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）借受申請書

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長 様

（略）

様式第25号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）借

受申請書（学校等）

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長 様

（略）

様式第26号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）貸出書

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長

（略）

様式第27号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）返納書

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長 様

（略）

様式第28号 （略）

県保有文化財（県保有記録類）返

納書（学校等）

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長 様

（略）

様式第30号 （略）

県帰属文化財借受申請書

（略）

静岡県埋蔵文化財センター所長

（略）



１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、様式第19号の改正、様式第20号の改正（「静岡

県埋蔵文化センター所長」を「静岡県埋蔵文化財センター所長」に改める部分に限る｡)、様式第21号及び

様式第22号の改正、様式第23号の改正（「静岡県埋蔵文化センター所長」を「静岡県埋蔵文化財センター

所長」に改める部分に限る｡)、様式第24号及び様式第25号の改正、様式第26号の改正（「静岡県埋蔵文化

センター所長」を「静岡県埋蔵文化財センター所長」に改める部分に限る｡)、様式第27号及び様式第28号

の改正並びに様式第30号の改正（「静岡県埋蔵文化センター所長」を「静岡県埋蔵文化財センター所長」

に改める部分に限る｡)は、公布の日から施行する。

２ 前項ただし書に規定する改正の施行の際現に改正前の様式第19号、様式第21号、様式第22号、様式第24

号及び様式第25号（以下「旧様式」という｡)により提出されている申込書等は、改正後の様式第19号、様

式第21号、様式第22号、様式第24号及び様式第25号により提出された申込書等とみなす。

３ 第１項ただし書に規定する改正の施行の際現に旧様式並びに改正前の様式第27号及び様式第28号により

作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。


